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○ 特定非営利活動法人の設立に係る公告（秩父地域振興センター） 
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○ 開発行為に関する工事の完了公告（川越建築安全センター） 

○ 建築基準法第 42条第１項第４号に基づく道路の指定（川越建築安全センター） 

○ 開発行為に関する工事の完了公告（越谷建築安全センター） 
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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
六
十
六
号 

 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法

並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（h

t
t
p
:
/
/
w

w
w
.
s
a
i
t
a
m
a
k
e
n
-
n
p
o
.
n
e
t
/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
二
月
八
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
七
年
十
二
月
一
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
星
の
子 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

倉
田 

節
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居
町
大
字
赤
浜
千
九
百
十
八
番
地 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、
地
域
住
民
全
て
に
対
し
て
、
地
域
住
民
同
士
が
助
け
合
い
、
子
ど
も
の
健
全 

 

な
育
成
、
高
齢
者
・
障
害
者
・
社
会
的
弱
者
の
福
祉
等
に
関
す
る
事
業
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、 

 

地
域
の
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

  

 

 

  



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
六
十
七
号 

 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
秩
父
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法

並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（h

t
t
p
:
/
/
w

w
w
.
s
a
i
t
a
m
a
k
e
n
-
n
p
o
.
n
e
t
/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
二
月
八
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
六
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
笑
楽
工
房 

三 

代
表
者
の
氏
名 

平 

子 

照 

雄 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
秩
父
市
浦
山
二
千
八
十
三
番
地
五 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
理
念
を
基
本
と
し
て
、
障
害
者
等
の
社
会
自
立

と
自
己
実
現
の
た
め
に
就
労
、
訓
練
で
き
る
場
所
を
提
供
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行

い
、
身
体
的
・
精
神
的
・
社
会
的
に
自
立
し
た
生
活
が
営
め
る
よ
う
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
六
十
八
号 

 
次
の
軽
油
引
取
税
免
税
証
は
、
亡
失
し
た
の
で
、
亡
失
の
日
か
ら
無
効
と
す
る
。 

平
成
二
十
七
年
十
二
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

    

熊
谷
県
税
事
務
所 

免
税
証
を
交
付
し
た
事
務
所 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
桜
木
町
四
丁
目
三
百
八
十
四
番
地 

東
和
ア
ー
ク
ス
株
式
会
社 

 

免
税
証
に
記
載
さ
れ
た
販
売
業
者
の
所
在
地
及
び
氏
名
又
は
名
称 

 

一
〇
〇
〇
〇
㍑ 

 

免
税
証 

の
種
類 

 

０
９
Ｌ
０
１
１
３
２
３ 

 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
一
日 

亡
失
年
月
日 

 

一 

  

 

鉱
物
の 

掘
採
事

業 

 

平
成
二
十
七
年
八
月
一
日 

～ 

平
成
二
十
八
年
一
月
三
十
一
日 

  

免
税
証
の
記
号
及
び
番
号 

 

枚
数 

用
途 

有 

効 

期 

間 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
六
十
九
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

平
成
二
十
七
年
十
二
月
八
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 



１ 購入等件名及び数量 

振動試験装置 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

埼玉県産業技術総合センター 埼玉県川口市上青木３丁目12番地18号 

３ 落札者を決定した日 

平成27年９月30日 

４ 落札者の氏名及び住所 

コムベックス株式会社 川越営業所 埼玉県比企郡川島町上伊草1960番地の１ 

５ 落札金額 

15,117,840円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

平成27年７月24日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
七
十
号 

 
朝
霞
市
か
ら
朝
霞
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
二
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
七
十
一
号 

 
北
本
市
か
ら
北
本
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
二
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
七
十
二
号 

 
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
医
師
を
指
定
し
た
の
で
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
平
成
五
年
埼
玉
県
規
則
第
三
十

九
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

平
成
二
十
七
年
十
二
月
八
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 
 



 

神
成 

文
裕 

中
村 

伸
男 

木
村 

至 

奥
島 

健
太
郎 

渋
谷 

哲
男 

内
村 

智
生 

大
橋 

重
信 

医
師
の
氏
名 

 

肢
体
不
自
由 

視
覚
障
害 

視
覚
障
害 

視
覚
障
害 

ぼ
う
こ
う
又
は
直

腸
機
能
障
害 

心
臓
機
能
障
害 

ぼ
う
こ
う
又
は
直

腸
機
能
障
害 

指
定
障
害
区
分 

 

整
形
外
科 

眼
科 

眼
科 

眼
科 

外
科 

外
科 

外
科 診

療
科
名 

 

埼
玉
医
科
大
学
国
際
医
療
セ
ン

タ
ー 

中
村
眼
科 

埼
玉
医
科
大
学
病
院 

医
療
法
人
視
心
会
え
の
き
眼
科 

医
療
法
人
狭
山
中
央
病
院 

医
療
法
人
社
団
明
芳
会
イ
ム
ス

三
芳
総
合
病
院 

医
療
法
人
社
団
全
仁
会
東
都
春

日
部
病
院 

医
療
機
関
の
名
称 

 

日
高
市
山
根
千
三
百
九
十
七

―
一 

川
口
市
西
川
口
一
―
二
十
六

―
十
サ
ン
ビ
ー
ム
西
川
口
一
Ｆ 

入
間
郡
毛
呂
山
町
毛
呂
本
郷

三
十
八 

狭
山
市
南
入
曽
五
百
六
十
五

―
十
一 

狭
山
市
富
士
見
二
―
十
九
―

三
十
五 

入
間
郡
三
芳
町
藤
久
保
九
百

七
十
四
―
三 

春
日
部
市
大
畑
六
百
五
十
二

―
七 

医
療
機
関
の
所
在
地 

 同 同 同 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
六
日 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
一
日 

平
成
二
十
七
年
九
月
一
日 

平
成
二
十
七
年
七
月
一
日 

指
定
年
月
日 



奈
倉 

勇
爾 

奥
村 

太
輔 

岡
本 

日
出
数 

堤 

浩
二 

天
野 

惠
子 

杉
田 

直
樹 

佐
久
間 

俊
行 

じ
ん
臓
機
能
障
害 

じ

ん

臓

機

能

障

害
、
ぼ
う
こ
う
又

は
直
腸
機
能
障
害 

じ
ん
臓
機
能
障
害 

心
臓
機
能
障
害 

心
臓
機
能
障
害 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

内
科 

泌
尿
器
科 

腎
臓
内
科
、
人
工
透

析
内
科 

心
臓
血
管
外
科 

循
環
器
内
科
・
女
性

内
科 

整
形
外
科 

整
形
外
科 

医
療
法
人
社
団
悠
友
会
志
木
駅

前
ク
リ
ニ
ッ
ク 

医
療
法
人
社
団
愛
友
会
三
郷
中

央
総
合
病
院 

医
療
法
人
健
仁
会
益
子
病
院
附

属
透
析
ク
リ
ニ
ッ
ク 

防
衛
医
科
大
学
校
病
院 

一
般
財
団
法
人
野
中
東
晧
会
静

風
荘
病
院 

埼
玉
医
科
大
学
病
院 

医
療
法
人
豊
岡
整
形
外
科
病
院 

志
木
市
本
町
五
―
二
十
一
―

六
十
三 

三
郷
市
中
央
四
―
五
―
一 

川
口
市
幸
町
三
―
十
―
三 

所
沢
市
並
木
三
―
二 

新
座
市
堀
ノ
内
一
―
九
―
二
十

八 入
間
郡
毛
呂
山
町
毛
呂
本
郷

三
十
八 

入
間
市
豊
岡
一
―
八
―
三 

同 同 同 同 同 
 

 
 

 
 

 

同 同 



 

 

森
田 

大
作 

和
田 

治 

藤
田 

竜
一 

谷
田 

孝 

越
智 

淳
一 

 

小
腸
機
能
障
害 

ぼ
う
こ
う
又
は
直

腸
機
能
障
害 

ぼ
う
こ
う
又
は
直

腸
機
能
障
害 

ぼ
う
こ
う
又
は
直

腸
機
能
障
害 

呼
吸
器
機
能
障
害 

 

消
化
器
・
一
般
外
科 

外
科 

外
科 

外
科 

呼
吸
器
内
科 

 

医
療
法
人
社
団
哺
育
会
白
岡
中

央
総
合
病
院 

北
里
大
学
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ

ー 医
療
法
人
社
団
武
蔵
野
会
朝
霞

台
中
央
総
合
病
院 

医
療
法
人
社
団
協
友
会
メ
デ
ィ

カ
ル
ト
ピ
ア
草
加
病
院 

医
療
法
人
秀
和
会
秀
和
総
合
病

院 

 

白
岡
市
小
久
喜
九
百
三
十
八
―
十
二 

北
本
市
荒
井
六
―
百 

朝
霞
市
西
弁
財
一
―
八
―
十 

草
加
市
谷
塚
一
―
十
一
―
十
八 

春
日
部
市
谷
原
新
田
千
二
百 

 同 同 同 同 同 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
七
十
三
号 

 
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
七
十
八
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
平
成
五
年
埼
玉
県
規
則
第

三
十
九
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
二
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 



 

今
井 

大
介 

町
田 

隆
一 

島 

克
司 

當
銀 

正
幸 

小
山 

昌
三 

 

一
之
瀬 

信
子 

冨
田 

年
郎 

医
師
の
氏
名 

 

視
覚
障
害 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

心
臓
機
能
障
害 

呼
吸
器
機
能
障
害 

 

聴
覚
障
害
、
平
衡
機
能
障

害
、
音
声
・
言
語
機
能
障

害
、
そ
し
ゃ
く
機
能 

肢
体
不
自
由 

指
定
障
害
区
分 

 

埼
玉
医
科
大
学
病
院 

医
療
法
人
社
団
東
光
会
戸
田
中
央
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院 

医
療
法
人
社
団
医
鳳
会
並
木
病
院 

医
療
法
人
財
団
明
理
会
イ
ム
ス
富
士

見
総
合
病
院 

医
療
法
人
新
青
会
川
口
工
業
総
合
病

院 

 

仲
町
診
療
所 

冨
田
脳
外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク 

医
療
機
関
の
名
称 

 

入
間
郡
毛
呂
山
町
毛
呂
本
郷
三

十
八 

戸
田
市
本
町
一
―
十
四
―
一 

所
沢
市
東
狭
山
ヶ
丘
五
―
二
千

七
百
五
十
三 

富
士
見
市
大
字
鶴
馬
千
九
百
六

十
七
―
一 

川
口
市
青
木
一
―
十
八
―
十
五 

 

深
谷
市
上
野
台
三
千
百
四
―
一 

羽
生
市
南
三
―
三
―
十
一 

医
療
機
関
の
所
在
地 

 

平
成
二
十
七
年
九
月
三
十
日 

同 

平
成
二
十
七
年
六
月
一
日 

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日 

平
成
二
十
七
年
二
月
一
日 

 

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
八
日 

平
成
二
十
三
年
十
月
十
七
日 

辞
退
年
月
日 



安
達 

直
人 

服
部 

和
男 

大
木 

隆
太
郎 

島
田 

佳
明 

大
久
保 

清
一
郎 

松
村 

治 

立
川 

富
也 

加
藤 

宏
一 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

視
覚
障
害 

視
覚
障
害 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機

能
障
害
、
小
腸
機
能
障

害 じ
ん
臓
機
能
障
害 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

医
療
法
人
社
団
哺
育
会
白
岡
中
央
総

合
病
院 

医
療
法
人
社
団
博
悠
会
朝
霞
整
形
外

科
・
外
科 

埼
玉
医
科
大
学
病
院 

埼
玉
医
科
大
学
病
院 

医
療
法
人
啓
仁
会
所
沢
ロ
イ
ヤ
ル
病

院 医
療
法
人
蒼
龍
会
武
蔵
嵐
山
病
院 

医
療
法
人
上
尾
整
形
外
科 

社
会
福
祉
法
人
恩
賜
財
団
済
生
会
支

部
埼
玉
県
済
生
会
栗
橋
病
院 

白
岡
市
小
久
喜
九
百
三
十
八
―
十

二 朝
霞
市
幸
町
二
―
七
―
四
十
一 

入
間
郡
毛
呂
山
町
毛
呂
本
郷
三
十

八 入
間
郡
毛
呂
山
町
毛
呂
本
郷
三
十

八 所
沢
市
北
野
三
―
一
―
十
一 

比
企
郡
嵐
山
町
太
郎
丸
百
三
十
五 

上
尾
市
大
字
川
二
百
八
十
九
―
四

十
五 

久
喜
市
小
右
衛
門
七
百
十
四
―
六 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
七
日 

同 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
五
日 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
九
日 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
八
日 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
一
日 

平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
一
日 

平
成
二
十
七
年
九
月
三
十
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
七
十
四
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
二
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ヤ
オ
ヒ
ロ
上
尾
東
店 

 
 

 

埼
玉
県
上
尾
市
大
字
上
尾
村
字
向
原
千
三
百
番
地
一 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
変
更
前
）
カ
ワ
チ
薬
品
上
尾
東
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
上
尾
市
大
字
上
尾
村
字
向
原
千
三
百
番
地
一 

 
 

 

（
変
更
後
）
ヤ
オ
ヒ
ロ
上
尾
東
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
上
尾
市
大
字
上
尾
村
字
向
原
千
三
百
番
地
一 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
カ
ワ
チ
薬
品 

代
表
取
締
役 

河
内
伸
二 

栃
木
県
小
山
市
大
字
卒
島
千
二
百
九
十
三
番
地 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヤ
オ
ヒ
ロ 

代
表
取
締
役 

今
井
博
幸 

埼
玉
県
上
尾
市
弁
財
一
丁
目
五
番
三
十
号 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
五
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
五
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
二
月
八
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
四
月
八
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
県
央
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 



 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 
平
成
二
十
七
年
十
二
月
八
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
四
月
八
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
七
十
五
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
二
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

                           



１ 購入等件名及び数量 

  小中学校県費事務システムヘルプデスク等業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県教育局教育総務部教職員課給与支給・システム管理担当 埼玉県さいた 

 ま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  平成27年10月８日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社日立システムズ 東京都品川区大崎１丁目２番１号 

５ 落札金額 

  10,834,560円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  平成27年８月28日 

 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
三
十
八
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

平
成
二
十
七
年
十
二
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

大 

槻 

淳 

一 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
二
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
七
○
○
一
○
○
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
日 

 
 

川
建
セ
第
二
七
○
○
七
○
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町
大
字
平
澤
字
金
井
二
百
五
十
四
番
七
十
六 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町
大
字
千
手
堂
五
百
三
十
四
番
地
一 

 
 

朝
比
奈
元 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
三
十
九
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ

り
、
道
路
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 

平
成
二
十
七
年
十
二
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

大 

槻 

淳 

一 
 

 
 

 



 

第
一
〇
六
号 

指

定

番

号 

建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
四
号 

指

定

に

係

る 

道

路

の

種

類 

平

成

二

十

七

年 
十
二
月
二
日 

 

指

定

の

年

月

日 

埼
玉
県
坂
戸
市
関
間
四
丁
目
九
十
三
―
三
か
ら
埼
玉

県
坂
戸
市
関
間
四
丁
目
九
十
三
―
三
ま
で 

指

定

に

係

る

道

路

の

位

置 

四
十
・
〇
〇 

 

指

定

に

係

る 

道

路

の

延

長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

十
六
・
〇
〇 

指

定

に

係

る 

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
四
十
一
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

平
成
二
十
七
年
十
二
月
八
日 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

内 

藤 

知 

行 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
七
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
七
〇
〇
〇
三
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
二
月
三
日 

 
 

越
建
セ
第
三
六
一
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
字
金
原
百
五
十
六
番
三
、
百
五
十
六
番
四 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
字
金
原
四
十
五
番
地
六 

タ
ケ
コ
ー
ポⅠ

一
〇
一
号 

 
 

井
藤 

貴
之
、
井
藤 

華
子 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
四
十
二
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

平
成
二
十
七
年
十
二
月
八
日 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

内 

藤 

知 

行 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
一
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
七
〇
〇
一
五
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
二
月
三
日 

 
 

越
建
セ
第
三
六
二
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
字
姫
宮
二
百
七
十
九
番
、
二
百
八
十
六
番
、
二
百
八
十
七
番
一
、 

 
 

二
百
八
十
八
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

東
京
都
練
馬
区
石
神
井
町
二
丁
目
二
十
六
番
十
一
号 

 
 

一
建
設
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

堀
口 

忠
美 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
四
十
三
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

平
成
二
十
七
年
十
二
月
八
日 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

内 

藤 

知 

行 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
四
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
二
〇
〇
三
七
二
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
二
月
三
日 

 
 

越
建
セ
第
三
六
三
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
字
西
原
三
百
番
一
、
三
百
一
番
三
、
三
百
二
番
二 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
北

飾
郡
杉
戸
町
杉
戸
一
丁
目
七
番
十
四
号 

セ
レ
ー
ノ
Ｓ
二
〇
二 

 
 

神
田 

邦
明 
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